
 
                            
 

 
   
 

 
一般保険料率及び介護保険料率の改定について  

 
春寒の候、貴社益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 
平素から当組合の事業運営につきまして、深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 
さて、全国の健康保険組合は、極めて厳しい財政状況に置かれており、当組合も同

様な状況に見舞われております。この背景には以下の３つの原因が挙げられます。 
 
１．人口の高齢化や医療の高度化等に伴う医療費の増加 
２．高齢者医療制度に対する納付金の過重な負担 
３．長引く経済の低迷による保険料収入の減少 

 
 これらはいずれも健保組合だけの自助努力では如何ともしがたい問題であり根本

的な打開策を政府に対して求めている所ではありますが、多くの健保組合が保険料率

の引き上げを余儀なくされており、当健保組合も例外ではなく、平成２３年度は保険

料率の改定に踏み切らざるを得ない状況でございます。 
そこで、２月１５日に開催されました第１１４回組合会において、下記のとおり保

険料率の引き上げが決定されましたので、お知らせいたします。 
なお、この件につきましては、厚生労働大臣より認可を受けた後に、下記の保険料

率に改定となる予定でございます。 
厳しい経済情勢下、事業主・被保険者の皆様へさらなるご負担をお願いするのは心

苦しいかぎりですが、「健保財政の健全化」に向けて引き続き努力をしてまいります

ので、何卒一般保険料率及び介護保険料率の引き上げについて、ご理解賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 
また、今回の保険料率改定の経緯につきましては、別紙に取りまとめておりますの

で、ご拝読いただければ幸いです。 
 

記 
 
１．一般保険料率の改定について 

 
平成２３年度 １，０００分の１７引き上げることになりました。 

         ※現行 ６９‰→改定後 ８６‰  
 
２．介護保険料率の改定について 

 
平成２３年度 １，０００分の２引き上げることになりました。 

         ※現行 １１‰→改定後 １３‰ 
 
※平成２３年４月１８日告知分（３月分保険料）から改定となります。 
※本件につきまして、ご不明の点がございましたら下記宛にお問い合わせください。 

 
電話 03－3834－7213（業務一課） 

03－3834－7214（業務ニ課） 

この通知は平成 23 年 2 月 18 日付にて事業主宛及び平成 23 年

2 月 21 日付にて健康保険委員宛に送付したものです。 



 
 

保健事業の一部改正について 

 
平成２３年度におきまして健診及び保養施設関係の事業内容を下記のとおり一部

改正いたしますので宜しくお願い申し上げます。 
 
 

記 
 
 

１. 健診事業の一部改正について 
 
    ・婦人健診、巡回婦人健診 

主婦健診及び巡回主婦健診の受診資格は、３５歳以上の被扶養者（妻）

に限られておりましたが、受診資格を３５歳以上の女性被保険者及び

女性被扶養者と改め、健診名称を「婦人健診」、「巡回婦人健診」とい

たします。 
 

・家族健診 
  ４０歳以上の被扶養者の健診でありました「特定健診」を改め、健診

名称を「家族健診」といたします。 
       
            問い合わせ先 健康管理課 03-3834-7217 

 
２. グアム海外保養所の廃止について 
 

長い間ご利用いただきましたグアム海外保養所は、平成２３年３月３

１日を以って廃止いたします。 
 

            問い合わせ先 施 設 課 03-3834-7216 
 
 

※「一般保険料率及び介護保険料率の改定」及び「保健事業の一部改正」のお知らせ

は、ＫＥＮＰＯだより、ホームページ、メール配信サービスにも掲載する予定でご

ざいます。 



○一般保険料率

平成23年3月1日 現 行

86 69
1000 1000

43.335 34.883
1000 1000

0.665 0.617
1000 1000

44 35.5
1000 1000

41.365 32.917
1000 1000

0.635 0.583
1000 1000

42 33.5
1000 1000

○介護保険料率

平成23年3月1日 現 行

13 11
1000 1000

6.5 5.5
1000 1000

6.5 5.5
1000 1000

※一般、介護保険とも、賞与の支払い毎に保険料率を乗じて徴収することになります。

※平成２３年３月に賞与の支給がある場合は、新料率が適用されます。
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Ⅲ．健康保険料率の経緯

Ⅳ．収支の変遷

　現行の保険料率６９‰は、平成１５年度からの総報酬制の導入等による組合財政の好転により、平成１８年度
末で別途積立金が１３２億円（法定準備金資産６か月分相当額）に達する見込みとなり、その額が、当面の組合
財政の安定化に必要な額を超えているとの判断から、その積立金の一部を保険料の軽減により組合員に還元する
との方針のもと、平成１９年度よりそれまでの７７‰から引き下げ設定されたものです。

　現状の収支状況は、平成２０年度からの新しい高齢者医療制度により支援金・納付金額が急増し（対前年比１
９億円増、保険料収入比４８．５４％）、加えて法定給付費等の急激な伸び（11％増）等も相俟って、平成２０
年度の経常収支額は２８億円の大幅な赤字を計上し、さらに平成２１年度では、急激な景気悪化の影響を受け、
保険料収入が約３０億円の減収となり、経常収支赤字額は５６億円と大幅に拡大しました。この結果、平成２２
年度決算見込み及び２３年度以降の見込みは上記のとおりとなりました。
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電機健保 77 69 69 69 69 86 86

必要保険料率 63 70 74 82 82 87 87

協会健保 85 82 82 82 93.2 95 98
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